
年次登録料（本登録日～翌年の同月末日まで）

登録料１2,６５０円(消費税込）
※ 年度途中に登録抹消した場合は、登録料の返金はありません。

・年齢制限なし（ゴルフ場審査あり）
・富岡ゴルフクラブ会則第3条（登録資格）を遵守する。

※平日のみ2バック割増をサービスとさせて頂きます。

※ゴルフ場が指定した特別営業日につきましては、上記優待料金は対象外と

　させていただきます。

下記ご記入の上フロントまでご持参いただくかファックス
または郵送にてお送りください

2027年5月より

登録料１４,３００円(消費税込）
※ 年度途中に登録抹消した場合は、登録料の返金はありません。

 私は暴力団等反社会的団体の構成員及び関係者でないことを下記署名をもって表明致します。

年 月 日

男性 女性

〒

携帯 ご自宅

　昭　・　平 年 月 日

フロント支払 口座振込 現金書留

※ 申込書送付時点で仮登録とし入金後に本登録となります。

※ プレー日当日のご登録は、朝の受付時までとさせていただきます。

※弊社記入欄（記入しないでください）

富岡ゴルフ倶楽部
TG ― 群馬県富岡市下丹生９１４

　 TEL 0274-67-4111(代表)

PPC

登録・移行

連絡先電話番号

生年月日

支払方法

備　考

書類受付 ロッカーNO 会員NO

ご住所

土曜日（食事別・利用税・消費税込） １2,8００円 　10,8００円

日・祝（食事別・利用税・消費税込） １1,8００円 　９,8００円

お申込み日
ふりがな

お名前

プレー代 優待料金（セルフプレー） 春・秋料金 夏・冬料金
平　日（食事付・利用税・消費税込） 7,6００円 7,4００円

年間登録料

平　日（食事付・利用税・消費税込） 7,2００円 7,2００円

土曜日（食事別・利用税・消費税込） １２,８００円　１０,８００円

日・祝（食事別・利用税・消費税込） １１,８００円 　９,８００円

申込方法

FAX　0274-67-4115

富岡グリーンクラブ 登録申込書

会員種別　

年間登録料

登録資格

プレー代 優待料金（セルフプレー） 春・秋料金 夏・冬料金



グリーンクラブ登録者様各位

支配人　関口　論理

　拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。     

　平素より富岡ゴルフ俱楽部をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。

　さて、当倶楽部ではグリーンクラブご登録者様のご期待に沿えるよう、これまで徹底したコスト削減に努めて

まいりました。しかしながら、昨今の社会情勢に伴う諸物価の上昇により、ゴルフ場運営を取り巻く環境は益々

厳しくなっております。

　つきましては、今後もコースコンディションの維持・向上、ならびにサービスの質を確保するため、誠に不本意

ながら2027年5月より下記の通りに価格を改定させていただくこととなりました。

　また、2027年4月をもちましてグリーンクラブ登録者様「女性限定昼食時ソフトドリンク1杯無料サービス」の提供

を終了することになりました。

　日頃よりご贔屓いただいております皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願

い申し上げます。

敬具  

■春季・秋季料金（消費税・利用税込）

■夏季・冬季料金（消費税・利用税込）

■年間登録費（消費税込）

  私は暴力団等、反社会的団体の構成員及び関係者でないことを下記署名をもって表明いたします。

ご登録内容に変更がある場合は以下にご記入ください。

※2026年5月1日～2026年5月31日の期間内にお申込み用紙をご持参下さい。

※弊社記入欄（記入しないでください）

 TG－

ご住所
〒

電話番号 携帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご自宅

書類受付 ロッカーNO 会員NO

更　新

年　　　　　　月　　　　　　日　

お申込み日 ふりがな

お名前

日祝日(食別) 9,800円 9,800円

平  日(食付) 7,200円 7,400円

土曜日(食別) 10,800円 10,800円

日祝日(食別) 11,800円 11,800円

現　行　（2026年5月1日～） 改定後　（2027年5月1日～）

平  日(食付) 7,200円 7,600円

土曜日(食別) 12,800円 12,800円

2026年3月吉日

富岡ゴルフ倶楽部

　富岡グリーンクラブ 更新申込書

【お問い合わせ】
電話：0274-67-4111

改定後　（2027年5月1日～）現　行　（2026年5月1日～）

12,650円 14,300円

11,550円 12,100円

新　規

プレー料金および年間登録費改定のお知らせ

現　行　（2026年5月1日～） 改定後　（2027年5月1日～）


